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1. はじめに 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本市は、平成１６年１１月１日に邑久郡の牛窓町・邑久町・長船町が合併して誕生しま

した。合併当初は、地方交付税の削減や災害対応などで財政調整基金が乏しく、多額の財

源不足に対して特定目的基金から多額の借入を行わなければ予算編成ができないという綱

渡りの財政運営が続いた時期もありましたが、さまざまな行財政改革を行い、危機的事態

を回避してきました。 

また、合併後しばらくの間は、さまざまな問題を解決するために有効な財源が多くあり

ましたが、普通交付税の合併算定替えによる特例は令和元年度、合併特例事業債の発行期

限は令和６年度で終了となるため、錦海塩田跡地活用事業による土地貸付収入やふるさと

納税制度による応援寄附金で財源を確保することなどで対応してきました。 

しかしながら、今後、人口減少などにより税収の減少が見込まれる一方、少子高齢化の

進展により、社会保障関係経費がますます増加するとともに、長く続いたデフレ型経済に

よる低所得、低物価、低金利の時代から賃金の上昇や物価高、金利の上昇により人件費や

物件費、公債費などの経常的な経費をはじめ、さまざまな歳出が大きく増加し、今後も引

き続き財政運営に大きな影響を与えることが見込まれています。 

さらに、人口減少がさらに進むことで公共施設の利用需要が変化していくことが予想さ

れ、全ての施設を現状のまま維持、更新し続けることは困難となっています。長期的な視

点を持って、更新、統廃合、長寿命化などを計画的に行い、財政負担を軽減、平準化する

ことが必要となっています。さらに、ＤＸの推進やゼロカーボンの実現など社会の大きな

変革に対応していく必要があります。 

このような状況の中で、より良い市民サービスを提供するためには、より一層の健全な

財政運営の確保が欠かせません。このため、全職員が経営感覚を持ってさらなるコストの

削減と自主財源の確保を進めるとともに、市民の皆さんにご理解とご協力もいただきなが

ら、効果的で効率的な最善の市政を行う必要があります。 

また、財政の健全化を行う一方で、未来を見据えた新たな取り組みも必要となります。

近年では、火葬場やＪＲ駅前等の整備、浄水場の統廃合、定住や企業立地の促進、ゼロカ

ーボンシティの推進、公共交通の再編、地方創生事業など、市民の皆さんの福祉の向上や

魅力ある瀬戸内市の創出に取り組んでいます。 

今後も限られた財源の中、計画的かつ安定的な財政運営を行い、第３次瀬戸内市総合計

画を指針とする「誰もがしあわせを実感できるまち」を実現するため、瀬戸内市中期財政

計画を策定し、これに基づき全庁を挙げて財政の健全化に取り組んでいきます。 
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2. 瀬戸内市の財政状況 
 

今後の財政運営について検討するにあたり、まず過去１０年間の財政状況を分析します。 

  

（1） 歳出決算額の推移 

歳出決算額は、主に普通建設事業費に分類される大規模事業の実施により大きく増減しています。

平成２８年度から令和元年度に公共施設等先進的 CO2 排出削減対策モデル事業、令和３年度に防災

情報伝達システム整備事業、令和３年度から５年度に学校給食調理場統合整備事業などを実施してい

ます。また、平成２９年度からはＪＲ駅前等整備事業、平成３０年度からは行幸小学校及び国府小学

校長寿命化事業、火葬場整備事業、令和３年度からは庁舎再編事業、令和５年度からは市営住宅整備

事業、ゼロカーボンシティ推進事業などを実施してきています。 

人件費は、合併後の計画的な職員数の削減などにより減少していましたが、専門職や再任用職員な

どの増加により平成２７年度から増加に転じています。令和２年度からは、会計年度任用職員制度の

開始により大きく増加し、その後も給与改定等により年々増加傾向となっています。 

物件費は、施設の管理運営費や応援寄附事業の増加、ＤＸの推進、公共交通の維持や近年の物価高

などにより増加傾向となっています。 

扶助費は、障害福祉サービス費や医療費など社会保障費の伸びにより年々増加しています。また、

令和２年度からは物価高騰対応などの各種給付事業、令和６年度は定額減税補足給付金（調整給付事

業）などが増加の要因となっています。 

補助費等は、定住や企業立地の促進、応援寄附事業の増加などにより年々増加しています。また、

令和２年度は感染症対応の特別定額給付金給付事業により大きな増加となっています。 

繰出金は、平成２８年度からは下水道事業が公営企業会計へ移行したことにより減少していますが、

後期高齢者医療事業費や介護保険事業費の伸びなどにより増加傾向となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【普通会計：歳出決算額の推移】 （単位：百万円）

27年度 28年度 29年度 30年度 1年度 2年度 3年度 4年度 5年度 6年度

人件費 2,990 3,005 3,050 3,035 3,015 3,715 3,772 3,824 3,835 4,126

物件費 2,411 2,409 2,366 2,566 2,636 2,780 2,918 2,993 2,911 3,015

扶助費 2,473 2,643 2,748 2,709 2,807 2,911 3,325 3,501 3,714 3,961

補助費等 1,132 1,268 1,221 1,246 1,620 5,543 2,324 2,540 2,613 2,559

繰出金 2,571 1,801 1,943 1,585 1,612 1,658 1,663 1,699 1,736 1,780

公債費 1,619 1,628 1,712 1,618 1,749 2,333 2,625 2,459 2,246 2,120

普通建設事業費 1,547 1,774 2,610 2,283 2,945 3,726 4,565 5,767 4,764 4,685

積立金 1,151 1,648 984 1,535 2,281 1,365 2,182 1,754 1,897 2,210

その他 512 1,493 1,521 1,513 1,007 1,209 246 372 341 384

歳出決算額 16,406 17,669 18,155 18,090 19,672 25,240 23,620 24,909 24,057 24,840
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（2） 歳入決算額の推移 

市税は、長引く景気低迷などにより伸び悩んでいましたが、大手企業の業績向上や企業誘致の推進

などで増収に転じ、令和元年度には錦海塩田跡地を活用したメガソーラー事業の事業開始により大き

く増加しています。しかし、令和３年度からは、メガソーラー事業に伴う固定資産税の年次償却によ

る減収に加え、新型コロナウイルス感染症の影響などに伴う大手企業の業績低迷により大きく減少し

ています。 

地方交付税は、合併年度の平成１６年度から三位一体改革などにより大幅に削減が行われたものの、

平成２０年度からは地方財源の不足を補填するため、地方交付税と臨時財政対策債の総額が確保され

ました。しかし、合併に伴う普通交付税の優遇措置は平成２７年度から段階的に縮減され、令和元年

度で終了しています。このため、錦海塩田跡地活用事業による土地貸付収入やふるさと納税制度によ

る応援寄附金などにより財源の確保に取り組んでいます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

（3） 基金残高の推移 

財政調整基金は、平成１６年度からの地方交付税と臨時財政対策債の大幅な削減、台風による災害

復旧などで多額の取り崩しを行い、平成１９年度までは５億円程度となっていました。平成２０年度

以降は財政健全化の効果などにより積立額は増加し、標準財政規模の３割程度の水準を保っています。

頻繁に大規模な自然災害等が発生する現在の状況では、緊急的な財源不足に備えるために、基金残高

を一定程度保つ必要があります。 

特定目的基金は、合併特例事業債を活用し、地域振興を目的とするまちづくり振興基金、ふるさと

納税制度による応援寄附金を原資とした応援基金などがあります。また、錦海塩田跡地活用事業によ

る土地貸付収入を原資とした太陽のまち基金を設置し、跡地の維持管理やまちづくり事業への活用と

は区分して、災害対策や将来の維持管理のために災害対策分を積み立てています。 
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【普通会計：歳入決算額の推移】 （単位：百万円）

27年度 28年度 29年度 30年度 1年度 2年度 3年度 4年度 5年度 6年度

市税 5,061 5,232 5,202 4,923 6,102 6,110 5,898 5,692 5,652 5,628

譲与税・交付金 984 880 946 952 995 1,122 1,307 1,275 1,277 1,574

地方交付税 5,263 4,912 4,644 4,651 4,369 4,505 5,140 4,978 5,160 5,690

国県支出金 2,418 2,524 2,680 2,586 2,743 7,401 4,275 4,483 4,336 4,362

市債 1,533 1,751 2,129 1,898 1,611 2,387 3,521 3,541 3,038 2,697

繰入金 218 894 1,283 1,379 1,754 2,194 1,230 2,750 2,377 1,961

財産収入 245 555 236 457 592 518 558 518 512 534

寄附金 72 119 152 444 788 552 814 941 1,055 1,323

その他 1,631 1,646 1,671 1,658 1,705 1,524 1,647 1,492 1,364 1,812

歳入決算額 17,425 18,513 18,943 18,948 20,659 26,313 24,390 25,670 24,771 25,581
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（4） 市債残高及び公債費等の推移 

主に投資的事業の財源として発行している市債の償還である公債費は、補償金免除繰上償還の実施

などにより減少していましたが、交付税算入のある有利な市債を有効に活用するため、市債発行額の

増加に伴い平成２８年度から増加傾向となっています。このため、令和２年度から６年度まで任意の

繰上償還を行い、後年度に負担する公債費を抑制しています。 

市債残高は、平成 18 年度以降減少傾向にありましたが、平成２８年度から市債発行額の増加によ

り増加傾向となっています。 
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【普通会計：基金残高の推移】 （単位：百万円）

27年度 28年度 29年度 30年度 1年度 2年度 3年度 4年度 5年度 6年度

財政調整基金 4,452 4,373 3,950 3,544 4,098 3,777 4,034 3,935 3,796 3,704

減債基金 1,185 1,227 1,030 832 637 439 744 266 118 186

太陽のまち基金（災害対策分） ― ― ― 200 404 607 828 1,051 1,273 1,499

特定目的基金
（太陽のまち基金（災害対策分）以外）

3,742 4,559 4,916 5,533 5,866 5,411 5,593 4,974 4,585 4,682

合　計 9,379 10,159 9,896 10,109 11,005 10,234 11,199 10,226 9,772 10,071
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【普通会計：市債残高及び公債費等の推移】 （単位：百万円）

27年度 28年度 29年度 30年度 1年度 2年度 3年度 4年度 5年度 6年度

公債費 1,619 1,628 1,712 1,618 1,749 2,333 2,625 2,459 2,246 2,120

うち任意に行う繰上償還 ― ― ― ― ― 521 794 609 360 363

市債発行額 1,533 1,751 2,129 1,898 1,611 2,387 3,521 3,541 3,038 2,697

うち臨時財政対策債 600 400 400 500 400 543 538 199 99 49

市債残高 15,933 16,213 16,766 17,164 17,130 17,279 18,244 19,390 20,258 20,934
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（5） 公営事業会計への繰出額の推移 

後期高齢者医療事業や介護保険事業は、高齢化の進行に伴い年々増加しています。下水道事業は、

多額の企業債の償還や減価償却費の増加などにより下水道使用料で賄えない不足分も含めた負担が

大きくなっていますが、事業計画の見直しや資本費平準化債の活用などにより繰出しを抑制していま

す。水道事業は、平成２４年度から合併特例事業債を活用した施設の統合事業などで増加していまし

たが、事業完了により令和３年度から大きく減少しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（6） 公営事業会計の市債残高の推移 

下水道事業は、積極的な整備により多額の市債を発行していることから市債残高が大きく膨らんで

います。水道事業は、施設の統合事業などにより年々増加していましたが、事業完了により令和３年

度から減少しています。病院事業は、新病院の整備により大きく増加していましたが、平成２９年度

をピークに減少傾向となっています。 
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【普通会計：公営事業会計への繰出額の推移】 （単位：百万円）

27年度 28年度 29年度 30年度 1年度 2年度 3年度 4年度 5年度 6年度

301 310 328 330 319 314 324 317 304 323

12 10 7 8 8 11 9 14 14 7

631 644 684 623 646 662 657 673 720 758

553 575 605 623 639 663 662 684 675 682

企業団地造成事業 140 252 318 0 0 8 10 11 22 10

下水道事業 933 795 829 841 823 964 808 899 806 877

水道事業 341 308 830 688 292 499 66 53 52 43

病院事業 138 779 163 189 221 227 240 210 214 221

3,049 3,673 3,764 3,302 2,948 3,348 2,776 2,861 2,807 2,921

後期高齢者医療事業

公

営
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業
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計
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（7） 財政指標の推移 

経常収支比率は、財政構造の弾力性を判断するための指標であり、８０％を超えると財政の弾力性

が失われつつあるとされています。令和６年度は、人件費や扶助費などの義務的経費は増加したもの

の、普通交付税や法人市民税などの一般財源の増加により８７．４％と前年度より１．５ポイント 

低下しました。 

健全化判断比率は「財政健全化法」により、実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債費比率、

将来負担比率の４つの指標からなる財政の健全性を判断する比率です。 

実質赤字比率と全会計を対象とした連結実質赤字比率は、ともに黒字であったことから「－」とな

っています。 

実質公債費比率は、普通会計の公債費に加えて公営企業や一部事務組合、債務負担行為などの公債

費に準ずるものの負担額を対象としたもので、令和６年度は８．５％となりました。 

市債の発行は協議制ですが、実質公債費比率が１８％を超える団体については許可が必要となりま

す。平成１９年度から公債費負担適正化計画などを策定し、地方債の発行や公営企業会計への繰出金

の抑制など実質公債費負担の適正な管理を計画的に実施した結果、平成２１年度決算で１８％未満と

なり、協議団体に移行することができ、以降減少傾向が続いています。 

将来負担比率は、普通会計の市債残高に加えて将来にわたる公営企業や一部事務組合、外郭団体な

どの実質的な負担見込額などを対象とするもので、令和６年度は３５．８％となりました。地方交付

税などの依存財源や基金残高によって大きく左右されることから、今後も自立性の高い安定した財政

基盤の確立が求められています。 
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【公営事業会計：市債残高の推移】 （単位：百万円）

27年度 28年度 29年度 30年度 1年度 2年度 3年度 4年度 5年度 6年度

29 26 22 19 16 12 8 4 0 0

土地開発事業 62 55 51 26 10 0 0 0 0 0

企業団地造成事業 762 583 557 256 159 82 58 329 537 0

下水道事業 13,873 13,906 14,025 14,017 13,977 13,742 13,906 13,703 13,865 14,008

水道事業 1,985 2,203 2,853 3,276 3,330 3,483 3,401 3,299 3,250 3,202

病院事業 1,357 2,238 2,344 2,226 2,177 2,077 1,964 1,941 2,057 2,016

18,068 19,011 19,852 19,820 19,669 19,396 19,337 19,276 19,709 19,226合　計

公

営
企

業
会

計

国民健康保険診療所事業

(％) (％) 

【普通会計：財政指標の推移】 （単位：％）

27年度 28年度 29年度 30年度 1年度 2年度 3年度 4年度 5年度 6年度

経常収支比率 82.7 83.6 84.6 86.0 82.9 82.0 81.8 86.9 88.9 87.4

健全化判断比率 早期健全化基準 財政再生基準

実質赤字比率 13.07 20.00 ― ― ― ― ― ― ― ― ―

連結実質赤字比率 18.07 30.00 ― ― ― ― ― ― ― ― ―

実質公債費比率 25.0 35.0 11.0 10.0 10.6 10.1 9.5 8.6 8.6 8.6 8.7 8.5

将来負担比率 350.0 58.6 43.9 43.1 33.6 40.7 36.2 18.3 31.3 41.4 35.8

20.0 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―資金不足比率
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【県内都市別決算状況等（普通会計）　令和６年度】 （単位：百万円、％、人、㎡）

瀬戸内市 備前市 赤磐市 津山市 玉野市 笠岡市 井原市 総社市 高梁市 新見市 真庭市 美作市 浅口市

Ⅰ－１ Ⅰ－２ Ⅰ－１ Ⅱ－２ Ⅱ－２ Ⅰ－２ Ⅰ－０ Ⅱ－２ Ⅰ－１ Ⅰ－１ Ⅰ－１ Ⅰ－１ Ⅰ－２

8 36,160 30,816 42,490 95,030 54,130 44,030 36,670 69,450 25,722 25,939 40,778 24,886 32,525

11 125.46 258.14 209.36 506.33 103.58 136.24 243.54 211.90 546.99 793.29 828.53 429.29 66.46

9 25,580 23,979 23,093 53,759 28,223 26,762 23,895 36,870 30,775 31,007 38,652 26,976 18,384

9 24,839 21,806 21,548 52,743 27,250 26,249 23,396 35,520 29,681 29,296 36,932 25,179 17,265

11 741 2,173 1,545 1,016 973 513 499 1,350 1,094 1,711 1,720 1,797 1,119

9 117 1,231 261 69 31 31 38 439 157 352 357 299 247

11 624 942 1,284 947 942 482 461 911 937 1,359 1,363 1,498 872

12 11,841 12,553 13,218 28,956 15,707 13,740 13,062 18,150 13,928 16,232 20,105 13,694 9,954

3 0.540 0.420 0.440 0.518 0.514 0.560 0.399 0.561 0.305 0.260 0.296 0.287 0.425

12 87.4 89.2 91.3 91.9 88.5 97.6 88.4 91.9 96.7 83.1 94.2 89.4 92.1

実 質 赤 字 比 率 - ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

連 結 実 質 赤 字 比 率 - ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

実 質 公 債 費 比 率 7 8.5 8.6 8.1 12.2 4.6 8.1 10.3 5.0 11.3 7.7 10.8 10.4 6.8

将 来 負 担 比 率 4 35.8 ― ― 78.9 ― 57.6 ― ― 57.9 ― ― ― ―

7 (85.0) (83.3) (78.1) (21.7) (77.1) (16.5) (110.3) (87.0) (48.2) (85.8) (151.7) (134.8) (108.0)

10 10,070 10,452 10,317 6,295 12,115 2,271 14,412 15,792 6,715 13,921 30,507 18,465 10,746

10 (31.3) (52.6) (42.3) (9.8) (51.1) (4.9) (53.6) (42.8) (13.8) (38.0) (42.3) (51.7) (56.2)

10 3,704 6,606 5,595 2,836 8,023 677 7,000 7,763 1,928 6,170 8,496 7,074 5,593

7 (176.8) (139.9) (124.4) (197.5) (112.9) (209.4) (168.2) (179.4) (236.4) (178.1) (164.4) (192.6) (120.4)

9 20,934 17,565 16,445 57,177 17,732 28,777 21,965 32,553 32,924 28,905 33,046 26,372 11,984

8 (16.0) (8.0) (16.4) (32.2) (70.0) (26.3) (6.5) (78.8) (5.7) (7.7) (29.0) (20.2) (4.2)

8 1,893 1,009 2,169 9,332 10,995 3,612 853 14,299 796 1,243 5,833 2,767 414

※順位は、岡山市と倉敷市を除いた13市中のもので、数値が大きいものを第1位としている

歳 入 総 額

区　　　分 順
位類 型 （ 類 似 団 体 ）

住民基本台帳人口（ R7.1.1）

面 積

（標準財政規模に対する比率）

歳 出 総 額

歳 入 歳 出 差 引

翌 年 度 に 繰 り 越 す べ き 財 源

実 質 収 支

標 準 財 政 規 模

財 政 力 指 数

経 常 収 支 比 率

健

全

化

判

断

比

率

（標準財政規模に対する比率）

積 立 金 現 在 高

う ち 財 政 調 整 基 金 現 在 高

（標準財政規模に対する比率）

地 方 債 現 在 高

（標準財政規模に対する比率）

債 務 負 担 行 為 現 在 高
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3. 財政運営適正化計画（財政健全化に向けての取り組み） 
 

（1） 財政健全化の基本方針 

① 基本的な考え方 

まちづくりの指針である｢第３次瀬戸内市総合計画｣に掲げる将来像である｢人と自然が織りなす 

しあわせ実感都市 瀬戸内｣の実現を目指すため、より一層の行財政改革を推進し、厳しい財政状況か

らの脱却と将来にわたって持続可能で安定した自立性の高い健全な財政運営基盤を確立します。 

 

② 目標 

ア）財政調整基金を取り崩さなくとも収支の均衡がとれる財政体質を確立します。そのため、歳入規

模に見合った歳出構造への転換を図り、社会情勢の変化に柔軟に対応できる財政基盤を目指します。 

イ）限られた財源の中で、複雑・多様化する市民ニーズに適切に対応するため、すべての事務事業に

ついて、常にコスト意識を持ち、費用対効果の検証やＤＸの推進などにより効率的な事業の進め方

を模索し、見直しを行うことでより一層の経費の削減・合理化を図るとともに、厳正な執行に努め

ていきます。 

ウ）各種業務の外部への委託や指定管理者制度の活用など市民サービスの向上につながることを目的

とした民間活力の導入を図ります。 

エ）各種補助金などは、公益上の必要性、効果、経費負担のあり方などを検証し、見直しを図ります。 

オ）それぞれの第三セクターの必要性を検証し、法人ごとの今後のあり方を明らかにするとともに、

抜本的な見直しを行い、効果的・効率的な事業展開を図ります。 

カ）業務改善や組織の簡素・効率化を進め、職員数の適正化を図り、併せてＤＸの推進や民間活力の

導入などに取り組み、人件費を抑制します。 

キ）使用料、手数料など市民負担は、サービスに要するコストの縮減に努めるとともに、負担の公平

確保や受益者負担の原則に則り、サービスに応じた適正な水準での設定・見直しに努め、受益者  

負担の適正化を図ります。 

ク）市税収入確保のため、より一層の課税客体の適正な把握に努め、滞納整理の効果的推進により  

収納率の向上を図るとともに、それぞれの債権を適正に管理し、財源の確保を図ります。 

ケ）市所有の遊休未利用地などの適切な処分及び貸付などを積極的に検討するとともに、ふるさと 

納税やクラウドファンディングなどのより一層の推進や、確実かつ有利な資金運用により、自主 

財源の確保に努めます。 

コ）投資的事業は、その必要性、妥当性を検証し、真に必要な事業を取捨選択するなど見直しを図る

とともに、実施する場合でも緊急度や優先度を精査し、事業費の平準化や市債発行の抑制など財政

負担の軽減を図ります。 

サ）公共施設及びインフラ施設は、公共施設等総合管理計画に基づいて適切に管理するとともに、  

将来的な公共施設のあり方については、公共施設再編計画に基づき対応することとし、必要な施設

を維持する場合などは、補助金や市債など財源の確保や維持管理コストの縮減に資する整備、長寿

命化による更新時期の延伸など将来負担の抑制を図ります。 

シ）公営企業会計においても、ダウンサイジングや長寿命化などにより更新の投資費用を抑制するな

ど事業費を平準化することで投資の合理化に努め、施設の維持管理費や後年度の公債費を抑制し、

併せて、経費節減、料金収入の確保など経営改善に努め、経営の健全化を図ります。 

ス）将来の収入確保のため、積極的な企業誘致の推進や定住の促進を図ります。 
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（2） 財政健全化に向けた具体的方策 

財政健全化の基本方針に基づき、健全化に向けて取り組む（以前から取り組んでいるものを含む）

主な具体的方策は次のとおりです。 
 

１．投資的事業の見直し 

事業計画の見直し ・事業の計画的な実施（事業費の平準化） 

・緊急性及び優先度などによる事業の延伸（施行時期の平準化） 

・維持管理コストの縮減に資する整備 

事業費の抑制 ・工事コスト縮減の推進 

・長寿命化及びダウンサイジングなどによる更新費用の抑制 

・経常的な投資事業費（道路維持・設備更新等）の平準化 

 

２．公営企業会計繰出金の抑制 

下水道事業への繰出 ・下水道ビジョン・経営戦略による経営健全化への着実な取組 

・事業の計画的な実施（事業費の平準化）、工事コスト縮減の推進 

・管理経費の抑制、資本費平準化債の活用 

・適切な繰出基準による抑制 

・使用料の適正化、接続率の向上、使用料徴収率の向上など 

病院事業への繰出 ・市民病院新改革プランによる経営健全化への着実な取組 

・繰入金に頼らない経営体制の構築（適切な繰出基準による抑制） 

・管理経費の抑制、病床稼働率の向上、患者受入体制の強化など 

水道事業への繰出 ・水道ビジョン・経営戦略による経営健全化への着実な取組 

・工事工法の見直しなどによるコスト縮減、市債発行の抑制 

・管理経費の抑制、使用料徴収率の向上など 

土地開発事業への繰出 ・販売促進による分譲宅地の売払収入の確保、管理経費の抑制など 

企業団地造成事業への繰出 ・工事コスト縮減の推進、管理経費の抑制など 

 

３．公債費の見直し 

一時借入金利子の抑制  ・基金繰替運用の実施 

市債借入額の抑制 ・交付税算入のない市債の原則発行なし 

市債償還方法の見直し ・元金均等償還及び据置期間短縮による利子総額の抑制 

・適切な償還及び据置期間の設定による公債費の平準化 

市債償還金の繰上償還 ・臨時財政対策債など補償金不要の繰上償還の実施 

 

４．人件費の抑制  

定員管理の適正化 ・定員管理方針に基づくより適正な定員管理の実施 

・中長期的な総職員数の抑制方向の維持 

・再任用短時間勤務職員、役職定年職員の有効活用、適切な配置 

効果的・効率的な組織づくり ・組織のスリム化、効果的な人員配置、ＤＸによる業務改善など 

時間外勤務手当の抑制 ・適正な人員配置、勤務時間の弾力化による抑制 

会計年度任用職員の見直し ・総括的な任用調整による抑制、人員配置の見直しなど 
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５．事務事業及び内部管理経費の見直し 

事務事業の見直し ・各種事業、大会など事業内容の見直し 

・単独扶助事業、単独給付事業などの見直し 

・扶助費の適切な積算による必要額の計上 

・官民連携や民間活力の活用による財政負担の軽減に繋がる見直し 

内部管理経費の抑制 ・需用費、役務費、電算委託、機器リースなどの見直し 

・一般財源枠の設定による管理経費の抑制 

・ペーパーレス化による印刷代、用紙代等の抑制 

施設管理運営費の抑制 ・将来的な公共施設のあり方の検討（統廃合・複合化・更新など） 

・指定管理者制度の導入、集中管理、民間委託など 

・委託仕様書の内容の精査、長期契約など 

旅費の抑制 ・職員のみの宿泊を伴う研修の抑制、オンライン研修の活用 

外郭団体の見直し ・第三セクターなどの体系、内容の見直し 

各種団体活動補助金等の見直し ・運営補助から事業補助への転換、活動内容の精査など 

・協働によるまちづくりの推進、持続的な市民活動の展開 

特別会計繰出金の抑制 ・特別会計内の事業費の精査による繰出金の削減 

 

６．収入の確保 

市税等の確保 ・より一層の課税客体の適正な把握 

・収納率の向上、滞納未納整理体制の強化 

・各種の債権管理の適正化 

補助金等の活用 ・国、県支出金をはじめとする補助制度の積極的な活用 

受益者負担の適正化 ・使用料、手数料、負担金などの見直し 

施設利用率の向上 ・観光、文化、スポーツ施設などの集客対策の検討 

公有地の処分及び有効活用 ・遊休未利用地などの積極的な処分及び貸付 

資金の運用による収入確保 ・有利な債券の購入・買替などによる運用益の確保 

企業広告の導入・拡充 ・広報紙・パンフレットなどの企業広告導入の拡充 

ふるさと納税制度の活用 ・応援寄附金及び企業版ふるさと納税寄附金の拡充・強化による財源確保 

・クラウドファンディングの実施 

・応援基金の活用による事業実施 

錦海塩田跡地貸付収入の活用 ・太陽のまち基金の活用による事業実施 

定住の促進 ・空き家の情報提供・活用支援、リモートワークの推進など 

企業誘致の推進 ・優良企業の誘致による税収及び雇用の確保 

有利な財源の検討 ・交付税算入のある有利な市債の有効活用による外部資金の確保 

特定目的基金の確保・活用 ・特定目的基金の確保及び有効活用 

 

7．その他 

事務事業評価の実施 ・事務事業全般の検証及び見直し 

・新規事業の事前評価の実施（事業の必要性・効率性など） 

予算編成手法の確立 ・財政規律を強化する効果的な予算編成手法の確立 

職員への財政状況の説明 ・職員を対象に説明し意識改革の徹底 

市民への財政情報の公開 ・予算、決算、中期財政計画などを広報紙及びホームページに掲載 

地方公会計制度の活用 ・連結財務書類 4 表の作成と公表 

・固定資産台帳の整備と活用 
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4. 財政運営適正化計画実施後の財政状況 

 

財政の健全化に向けた具体的方策の中で、現状で効果額を推計できるものを実施した後の財政状況

を試算した結果は、次のとおりです。 
 

（１） 基本的事項 

財政運営適正化計画実施後の財政状況は、令和７年度から１２年度までの６年間を普通会計ベース

で推計しています。推計は、現在想定される範囲での各種制度の改正などを加味していますが、あく

まで現行の地方財政制度を前提としています。財政見通しは計画的な財政運営を進めるための目安で

あり、今後の予算編成にあたっては、その時点での制度改正や地方財政対策等を踏まえ、具体的に内

容を定めることとなります。 

各年度の数値は、決算見込みをベースに推計しています。また、各年度の歳出規模に対して一定割

合の歳出不用額が発生することを見込んでいます。 

財政の健全化に向けた具体的方策の効果額を反映させる前の歳入及び歳出の推計方法は、次のとお

りです。 

（ア）歳入推計方法 

・ 市税は、税務課による試算を税目ごとに積み上げて見込んでいます。 

・ 普通交付税の基準財政需要額は、公債費分は普通建設事業に伴い発行する市債の交付税措置額を

積み上げており、その他の経費は令和８年度以降、据置と設定するとともに、事業計画などの個

別事情を加味して見込んでいます。基準財政収入額は、歳入科目の市税などと連動させています。 

・ 特別交付税は、令和８年度以降、据置と設定して見込んでいます。 

・ 国県支出金は、歳出に連動して見込んでいます。 

・ 繰越金は、前年度の決算剰余金を見込んで計上しています。 

・ 市債は、投資的事業にあわせて見込んでいます。 

・ その他の歳入は、歳出に連動するものを除き、原則として令和７年度決算見込み並みで推計して

います。 
 

（イ）歳出推計方法 

・ 基本的には、各部署から提出のあった事業ごとの事業計画の積み上げにより見込んでいます。 

また、施設整備後などの影響額を加味しています。 

・ 人件費は、令和７年度決算見込みをベースに定員管理計画に基づく職員数を見込んで推計してい

ます。また、選挙など特殊要因のものは積み上げにより見込んでいます。 

・ 物件費、維持補修費は、個別事情などを加味し事業ごとの積み上げにより見込んでいます。 

・ 扶助費は、通常分の伸び率を３．２％と設定するとともに、個別の事情がある場合には、少子高

齢化の人口推移や過去の実績率などを加味し、事業ごとの積み上げにより推計しています。 

・ 補助費等は、各事業会計の収支計画で推計した繰出額などを加味し、事業ごとの積み上げにより

見込んでいます。 

・ 公債費は、市債の借入見込額により推計しています。 

・ 積立金は、基金運用収入などの積み上げにより見込んでいます。また、前年度の決算剰余金の  

２分の１を財政調整基金に積み立てる設定としています。 

・ 投資及び出資金・貸付金は、公営企業会計の収支計画などの積み上げにより見込んでいます。 

・ 繰出金は、公営企業会計は収支計画により推計しています。その他の特別会計は給付費に伸び率

を設定するなど各会計の積み上げにより見込んでいます。 

・ 普通建設事業費は、各部署から提出のあった事業計画を盛り込んでいます。 
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（２）適正化計画として集計に反映させた主な取り組み 
 

 

（３）歳出の推移 

歳出では、専門職などの充実や給与改定に伴う人件費、少子高齢化対策や生活保護、障害福祉サー

ビスなどの扶助費、介護保険や医療給付費などの社会保障費の伸びや下水道事業の公債費負担などに

対する繰出金などが増加する傾向にあります。今後数年間は、地域ビジネス支援センターの建設や 

市営住宅の集約化、ゼロカーボンシティの推進などの大規模事業や、都市計画の導入や企業立地促進

に伴う補助金の支給などが多額の事業費となっています。また、自治体情報システムの標準化への 

対応やＤＸの推進、各種情報機器の更新など情報関係の事業費も増加していく見込みです。さらに、

物価高による事業費の上昇や施設の管理経費の増加が、今後の厳しい財政見通しにより一層大きな 

影響を与えています。 

公債費は繰上償還の効果により抑制されているものの、有利な市債として有効活用した合併特例 

事業債の償還が順次始まることなどから、増加していきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■投資的事業の見直し ■事務事業及び内部管理経費の見直し 

事業費の平準化（計画的な事業実施） 
施行時期の平準化（緊急性・優先度など） 

事務事業の見直し（必要性の再検討など） 
内部管理経費の抑制（ペーパーレス化など） 
施設管理運営費の抑制 
事業費の精査による特別会計繰出金の抑制 
扶助費の適切な積算による必要額の計上 

■公営企業会計繰出金の抑制 
経営戦略の取組などによる繰出額の抑制 

■公債費の見直し ■収入の確保 
公債費の平準化（適切な償還・据置期間の設定） 交付税算入のある有利な市債の有効活用 

市税の課税客体の適正な把握 
受益者負担の適正化 
有利な資金の運用 
錦海塩田跡地貸付収入（太陽のまち基金）の活用 
ふるさと納税制度（応援基金）の取組強化・活用 
その他の特定目的基金の有効活用 

■人件費の抑制 

時間外勤務手当の抑制 

採用方針に基づくより適切な定員管理の実施 

会計年度任用職員の配置の見直し  

【普通会計：歳出の推移】 （単位：百万円）

7年度 8年度 9年度 10年度 11年度 12年度

人件費 4,571 4,633 4,616 4,627 4,598 4,605

物件費 3,635 3,513 3,389 3,467 3,442 3,344

扶助費 3,811 3,715 3,908 3,944 3,985 4,033

補助費等 2,713 2,975 2,744 2,633 2,807 2,641

繰出金 1,857 1,880 1,894 1,889 1,899 1,889

公債費 1,819 2,029 2,159 2,165 2,177 2,124

普通建設事業費 5,432 3,646 3,136 2,466 1,451 1,959

積立金 2,137 2,189 2,261 2,253 2,250 2,235

その他 451 532 513 480 407 434

歳出決算額 26,426 25,112 24,620 23,924 23,016 23,264

0
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歳出の推移 その他

積立金

普通建設事業費

公債費

繰出金

補助費等

扶助費

物件費

人件費
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（４）歳入の推移 

歳入において、市税では、企業誘致の推進による固定資産税の増額や賃金の上昇に伴う個人市民税

の増額、大手企業の業績等により法人市民税の増額が見込まれるものの、人口減少に伴う減収や錦海

塩田跡地を活用したメガソーラー事業に伴う固定資産税が年次償却に伴い段階的に減額となるため、

令和２年度をピークに減少していきます。地方交付税は、交付税措置される市債の借入による公債費

分の増加や市税の減少により段階的に増加していく見込みです。 

財源確保のため、交付税算入のある有利な市債の有効活用による外部資金の確保や、市税が伸び 

悩む中、ふるさと納税の拡充・強化による増額を図るとともに、錦海塩田跡地貸付収入（太陽のまち

基金）やふるさと納税制度（応援基金）を有効に活用することとしています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

（５）計画実施後の収支見通し （14 ページ参照） 

市税が伸び悩む中、地域ビジネス支援センターや市営住宅の整備などの大規模事業や、教育情報 

機器の更新、企業立地促進に伴う補助金の支給など多額の事業費が予定されていますが、有利な起債

の活用やふるさと納税の確保など、財政の健全化に向けた具体的方策による影響を反映させることで

財源不足に対応しています。しかしながら、社会保障費の増加、専門職などの職員や子育て支援策の

充実に加え、近年の急激な人件費の上昇や物価高による負担の大幅な増加などに財源の確保が追い付

いていない状況となっています。今後も応援基金や太陽のまち基金などの特定目的基金からの繰入金

に依存していく部分が大きくなっていくとともに、財政調整基金を取り崩さなければ収支の均衡が 

図れない試算となっています（基金残高の推移は 14 ページ参照）。 

このため、本市の財政状況は、今までの財政健全化の取り組みにより改善してきましたが、依然と

して、安定した財政運営の確立には程遠く、今後安定した財政運営基盤を確立するためには、より  

一層の歳入確保・歳出削減策を講じる必要があります。 
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歳入の推移 その他

寄附金

財産収入

繰入金

市債（臨財債除く）

国県支出金

臨時財政対策債

地方交付税

譲与税・交付金

市税

【普通会計：歳入の推移】 （単位：百万円）

7年度 8年度 9年度 10年度 11年度 12年度

市税 5,792 5,778 5,761 5,757 5,759 5,707

譲与税・交付金 1,390 1,390 1,389 1,389 1,389 1,389

地方交付税 5,679 5,784 5,959 5,926 5,894 5,924

国県支出金 6,040 5,023 5,664 5,349 3,960 4,115

市債 2,470 1,209 785 639 907 1,082

繰入金 2,432 3,272 2,384 2,194 2,417 2,392

財産収入 531 514 513 515 517 517

寄附金 1,320 1,419 1,519 1,518 1,518 1,518

その他 1,302 1,193 1,096 1,077 1,065 1,040

歳入決算額 26,956 25,582 25,070 24,364 23,426 23,684
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（６）基金残高の推移 

財政調整基金の残高は令和９年度以降、数値目標である３０億円を下回っており、近年の急激な人

件費の上昇や物価高による負担、社会保障費の増加などの行政課題に対応するためには、財政調整基

金を取り崩さなければ、収支の均衡が図れないという状況になっています。厳しい財政状況の中でも、

災害など避けられない臨時的な支出に備えるため、財政調整基金の残高は一定以上確保しておく必要

があり、今後は財源調整のための基金からの繰入れに依存しすぎない財政運営を行う必要があります。 

また、太陽のまち基金（災害対策分）以外の特定目的基金の残高も減少しています。このため、   

人件費を含めた経常経費の削減や事業の見直し、企業誘致の推進や定住の促進などによる税収の確保

などに引き続き取り組む必要があります。 

近年、応援基金を様々な事業の財源として活用してきましたが、今後も新規事業をはじめ既存の事

業を継続していくためには、ふるさと納税の確保が欠かせません。ふるさと納税の取組をより一層拡

充・強化することで安定的な収入として確保していく必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【普通会計：基金残高の推移】 （単位：百万円）

7年度 8年度 9年度 10年度 11年度 12年度

財政調整基金 3,639 3,026 2,740 2,656 2,296 2,121

減債基金 185 186 186 187 187 188

太陽のまち基金（災害対策分） 1,706 1,913 2,121 2,331 2,543 2,755

特定目的基金

（太陽のまち基金（災害対策分）以外）
4,260 3,593 3,555 3,495 3,487 3,299

合　計 9,790 8,718 8,602 8,669 8,513 8,363
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（百万円） 基金残高の推移 特定目的基金（太陽のまち

基金（災害対策分）以外）

太陽のまち基金（災害対策

分）

減債基金

財政調整基金
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（百万円）
収支見通しの推移

収支不足額 収支不足額（市債活用後） 財政運営適正化計画（基金活用後）

【普通会計：収支見通しの推移】 （単位：百万円）

7年度 8年度 9年度 10年度 11年度 12年度

△ 3,618 △ 3,205 △ 1,857 △ 1,532 △ 2,049 △ 2,193

　市債 2,470 1,209 785 639 907 1,082

△ 1,148 △ 1,996 △ 1,072 △ 893 △ 1,142 △ 1,111

　特定目的基金 1,287 1,574 988 1,013 958 1,138

　財政調整基金 391 892 534 321 594 393

530 470 450 440 410 420財政運営適正化計画（基金活用後）

収支不足額

収支不足額（市債活用後）



令和７年度 瀬戸内市中期財政計画  15 

 

（７）市債残高及び公債費等の推移 

公債費は、有利な市債として有効活用した合併特例事業債の償還が順次始まることなどから、増加

していきますが、市債残高は令和７年度をピークに減少していきます。 
    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

（８）公営事業会計への繰出額の推移 

後期高齢者医療事業や介護保険事業などは、高齢化の進行に伴い増加していきます。 

国民健康保険事業及び介護保険事業は、事業内で採算をとり赤字繰出をしないことを原則としてい

るため、保険税・料は事業費に合わせて増額改定するよう推計しています。今後の国の社会保障制度

改革の動向によりますが、個人・市ともに負担増となる見通しです。 

下水道事業は、これまでも計画を見直し、事業費を平準化するなど健全化対策を実施してきていま

すが、今後も下水道ビジョン・経営戦略に伴い、現在の財政状況に見合った整備事業となるように全

体計画の見直しを行うことで、繰出額を抑制しています。 

水道事業は、施設の統合事業などの合併特例事業債を活用した大型事業が完了したため、令和３年

度以降は大きく減少しています。 

病院事業は、市民病院新改革プランに伴う経営努力により繰入金に頼らない経営体制を構築するこ

ととし、適切な繰出基準などにより、繰出額を抑制しています。 
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【普通会計：市債残高及び公債費等の推移】 （単位：百万円）

7年度 8年度 9年度 10年度 11年度 12年度

公債費 1,819 2,029 2,159 2,165 2,177 2,124

市債発行額 2,470 1,209 785 639 907 1,082

市債残高 21,716 21,078 19,907 18,592 17,533 16,703
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（９）公営事業会計の市債残高の推移 

下水道事業は、浄化センターの改築などにより増加していましたが、令和７年度から減少していきます。

水道事業は、施設の統合事業が完了したため、令和 2 年度をピークに減少していきます。病院事業

は、新病院の整備が完了したため、平成２９年度をピークに減少していきますが、医療機器整備のた

めの市債発行があるため、増減しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【普通会計：公営事業会計への繰出額の推移】 （単位：百万円）

7年度 8年度 9年度 10年度 11年度 12年度

326 333 330 330 333 332

10 10 11 8 9 9

782 792 798 801 804 804

727 733 744 739 741 733

企業団地造成事業 11 13 12 12 12 12

下水道事業 882 980 981 933 894 899

水道事業 44 45 42 44 46 60

病院事業 269 279 283 283 259 259

3,051 3,185 3,201 3,150 3,098 3,108

後期高齢者医療事業

介護保険事業
公

営

企

業

会

計

合　計

国民健康保険事業

国民健康保険診療所事業

【公営事業会計：市債残高の推移】 （単位：百万円）

7年度 8年度 9年度 10年度 11年度 12年度

下水道事業 13,718 13,531 13,430 13,419 13,238 13,055

水道事業 3,258 3,188 3,082 2,974 2,846 2,737

病院事業 1,913 1,777 1,646 1,534 1,448 1,519

18,889 18,496 18,158 17,927 17,532 17,311合　計

公

営

企

業

会

計

0

5,000

10,000

15,000

20,000

7 8 9 10 11 12年度

（百万円）
公営事業会計の市債残高の推移

病院

水道

下水道
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（１０）財政指標の推移 

健全化に向けた具体的方策の影響を加味して集計しましたが、計画最終年度の経常収支比率は、 

９５．２％となっています。この要因としては、人件費や物件費、扶助費などの増加による影響が  

大きく、今後一般財源となる収入の確保や経常的経費の抑制に努める必要があります。 

実質公債費比率は、令和７年度にかけて投資的事業の財源に多額の市債を発行するものの、交付税

算入のある有利な市債を有効活用することで、令和１２年度には９．４％となっています。将来的に

安定した財政運営を行うために、市債の発行や償還については先を見据えて計画的に行う必要があり

ます。 

将来負担比率は、令和７年度にかけて多額の市債を発行するものの、その後の市債の発行の抑制な

どにより減少する見込みです。 
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財政指標の推移

経常収支比率（左指標）

将来負担比率（左指標）

実質公債費比率（右指標）

(％) (％) 

【普通会計：財政指標の推移】 （単位：％）

7年度 8年度 9年度 10年度 11年度 12年度

91.4 93.8 94.4 94.9 95.5 95.2

8.1 7.7 8.2 8.7 9.1 9.4

34.9 24.8 7.0 ― ― ―将来負担比率

経常収支比率

実質公債費比率
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【財政運営適正化計画（普通会計）　令和７年度～令和１２年度】

１．歳　　入 （単位：百万円／％）

推　計　額 伸率％ 推　計　額 伸率％ 推　計　額 伸率％ 推　計　額 伸率％ 推　計　額 伸率％ 推　計　額 伸率％

市 税 5,792 2.9% 5,778 △ 0.2% 5,761 △ 0.3% 5,757 △ 0.1% 5,759 0.0% 5,707 △ 0.9%

地 方 譲 与 税 171 1.8% 171 0.0% 171 0.0% 171 0.0% 171 0.0% 171 0.0%

利 子 割 等 交 付 金 1,176 △ 2.0% 1,176 0.0% 1,176 0.0% 1,176 0.0% 1,176 0.0% 1,176 0.0%

地 方 特 例 交 付 金 43 △ 79.2% 43 0.0% 42 △ 2.3% 42 0.0% 42 0.0% 42 0.0%

地 方 交 付 税 5,679 △ 0.2% 5,784 1.8% 5,959 3.0% 5,926 △ 0.6% 5,894 △ 0.5% 5,924 0.5%

分 担 金 ・ 負 担 金 51 8.5% 51 0.0% 46 △ 9.8% 46 0.0% 46 0.0% 46 0.0%

使 用 料 ・ 手 数 料 246 3.8% 282 14.6% 281 △ 0.4% 281 0.0% 279 △ 0.7% 282 1.1%

国 庫 ・ 県 支 出 金 6,040 38.5% 5,023 △ 16.8% 5,664 12.8% 5,349 △ 5.6% 3,960 △ 26.0% 4,115 3.9%

財 産 収 入 531 △ 0.6% 514 △ 3.2% 513 △ 0.2% 515 0.4% 517 0.4% 517 0.0%

寄 附 金 1,320 △ 0.2% 1,419 7.5% 1,519 7.0% 1,518 △ 0.1% 1,518 0.0% 1,518 0.0%

繰 入 金 2,432 24.0% 3,272 34.5% 2,384 △ 27.1% 2,194 △ 8.0% 2,417 10.2% 2,392 △ 1.0%

繰 越 金 741 3.8% 530 △ 28.5% 470 △ 11.3% 450 △ 4.3% 440 △ 2.2% 410 △ 6.8%

諸 収 入 264 △ 67.6% 330 25.0% 299 △ 9.4% 300 0.3% 300 0.0% 302 0.7%

市 債 2,470 △ 8.4% 1,209 △ 51.1% 785 △ 35.1% 639 △ 18.6% 907 41.9% 1,082 19.3%

歳 入 合 計 26,956 5.4% 25,582 △ 5.1% 25,070 △ 2.0% 24,364 △ 2.8% 23,426 △ 3.8% 23,684 1.1%

２．歳　　出

推　計　額 伸率％ 推　計　額 伸率％ 推　計　額 伸率％ 推　計　額 伸率％ 推　計　額 伸率％ 推　計　額 伸率％

人 件 費 4,571 10.8% 4,633 1.4% 4,616 △ 0.4% 4,627 0.2% 4,598 △ 0.6% 4,605 0.2%

物 件 費 3,635 20.6% 3,513 △ 3.4% 3,389 △ 3.5% 3,467 2.3% 3,442 △ 0.7% 3,344 △ 2.8%

維 持 補 修 費 313 42.3% 309 △ 1.3% 296 △ 4.2% 294 △ 0.7% 291 △ 1.0% 295 1.4%

扶 助 費 3,811 △ 3.8% 3,715 △ 2.5% 3,908 5.2% 3,944 0.9% 3,985 1.0% 4,033 1.2%

補 助 費 等 2,713 6.0% 2,975 9.7% 2,744 △ 7.8% 2,633 △ 4.0% 2,807 6.6% 2,641 △ 5.9%

普 通 建 設 事 業 費 5,432 15.9% 3,646 △ 32.9% 3,136 △ 14.0% 2,466 △ 21.4% 1,451 △ 41.2% 1,959 35.0%

災 害 復 旧 事 業 費 0 皆減 0 0 0 0 0

公 債 費 1,819 △ 14.2% 2,029 11.5% 2,159 6.4% 2,165 0.3% 2,177 0.6% 2,124 △ 2.4%

積 立 金 2,137 △ 3.3% 2,189 2.4% 2,261 3.3% 2,253 △ 0.4% 2,250 △ 0.1% 2,235 △ 0.7%

投 資 ・ 出 資 ・ 貸 付 金 138 △ 11.0% 223 61.6% 217 △ 2.7% 186 △ 14.3% 116 △ 37.6% 139 19.8%

繰 出 金 1,857 4.3% 1,880 1.2% 1,894 0.7% 1,889 △ 0.3% 1,899 0.5% 1,889 △ 0.5%

歳 出 合 計 26,426 6.4% 25,112 △ 5.0% 24,620 △ 2.0% 23,924 △ 2.8% 23,016 △ 3.8% 23,264 1.1%

３．収　　支

歳 入 歳 出 差 引 額

４．基金残高の推移

財 政 調 整 基 金

減 債 基 金

特 定 目 的 基 金 計

基 金 計

５．市債残高の推移

当 該 年 度 末 残 高

６．財政指標

経 常 収 支 比 率

実 質 赤 字 比 率

実 質 公 債 費 比 率

将 来 負 担 比 率

19,907

令和9年度

94.4

－

8.2

7.0

8,602

令和9年度

令和9年度

令和9年度

令和9年度

450

令和9年度

2,740

186

5,676

8.1

34.9

91.4

－

21,716

区 分 令和7年度

区 分

9,790

令和7年度

5,966

3,639

185

530

区 分 令和7年度

区 分

令和7年度

区 分
令和7年度

区 分

令和7年度

令和8年度

令和8年度

令和8年度

470

令和8年度

3,026

186

5,506

21,078

令和8年度

93.8

－

7.7

24.8

8,718

令和8年度

令和10年度

令和10年度

令和10年度

440

令和10年度

2,656

187

5,826

18,592

令和10年度

94.9

－

8.7

－

8,669

令和10年度

令和11年度

令和11年度

令和11年度

410

令和11年度

2,296

187

6,030

17,533

令和11年度

95.5

－

9.1

－

8,513

令和11年度

令和12年度

令和12年度

令和12年度

420

令和12年度

2,121

188

6,054

16,703

令和12年度

95.2

－

9.4

－

8,363

令和12年度



令和７年度 瀬戸内市中期財政計画  19 

 

【用語解説】 

歳 入 ・ 歳 出 関 連 

一 般 財 源 
使い道が特定されず、どのような経費にも使用することができる財源。市税、
地方交付税など。 

特 定 財 源 国県支出金、使用料、手数料など、使途が特定されている財源。 

市 税 市民税、固定資産税、軽自動車税など市の行政サービスの基本的な財源。 

地 方 交 付 税 
地域によって地方税収入に差があるため、標準的な行政を行うために国から
国税の一部が交付される。普通交付税と特別交付税がある。 

市 債 
地方公共団体が資金調達のために借り、その返済が一会計年度を越えて行わ
れる借金。このうち臨時財政対策債は、地方に必要な普通交付税に対し国税が
不足するため、その代替えとして発行される借金。 

人 件 費 職員などに対し勤労の対価として支払われる経費。報酬、給料、共済費等。 

物 件 費 光熱水費・通信運搬費などの内部管理経費。消耗品費、各種委託料等。 

扶 助 費 
各種法令や市単独の施策に基づき、生活保護者・児童・高齢者等に対して支給
する費用。 

補 助 費 等 一部事務組合負担金、企業会計への補助金、各種団体への補助金・負担金。 

繰 出 金 特別会計などに対し収支不足の補塡や繰出基準により支出される経費。 

公 債 費 市が借り入れた市債の元利償還金及び一時借入金利子の合計額。 

普通建設事業費 土木農林水産施設、教育施設など、公共施設の整備にかかる建設経費。 

財 政 分 析 関 連 

普 通 会 計 
地方公共団体間の比較のため、公営事業会計以外の会計をまとめたもの。当市
では平成 25年度からは一般会計のみ。 

標 準 財 政 規 模 
地方公共団体の一般財源の標準規模を示すもので、地方税、譲与税、交付金、
普通交付税等の合計額により算出するもの。 

経 常 収 支 比 率 
人件費、扶助費、公債費等の経常経費に、市税、普通交付税等を中心とする経
常的な一般財源がどの程度充当されているかをみることにより、財政構造の
弾力性を判断するための指標。 

財 政 健 全 化 法 

財政の健全性に関する比率の公表を義務付け、健全化判断比率以上の場合に
は財政の早期健全化及び財政の再生並びに公営企業の経営の健全化を図るた
めの計画を策定する制度を定めている。当該計画の実施の促進を図るための
行財政上の措置を講ずることにより、財政の健全化に資することを目的とし
ている。 

実 質 赤 字 比 率 
一般会計等（普通会計）を対象とした実質赤字額の標準財政規模に対する比
率。本市においては、13.07％以上で財政健全化団体に、20％以上で財政再
生団体となる。 

連結実質赤字比率 
全会計を対象とした実質赤字額又は資金の不足額の標準財政規模に対する比
率。本市においては、18.07％以上で財政健全化団体に、30％以上で財政再
生団体となる。 

実質公債費比率 
公営企業会計の公債費にあたる繰り出し部分などを加えた実質的な元利償還
費の水準を測る指標。18％以上になると市債の発行にあたり県の許可が必
要。25％以上で財政健全化団体に、35％以上で財政再生団体となる。 

将 来 負 担 比 率 

普通会計の市債残高に加えて将来にわたる公営企業や一部事務組合、債務負
担行為の元金償還に相当する負担見込額、退職手当の支給予定額、外郭団体の
債務負担見込額など将来負担すべき実質的な負債を表す指標。350％以上で
財政健全化団体となる。 

資 金 不 足 比 率 
公営企業会計ごとの資金の不足額の事業の規模に対する比率。20％以上で経
営健全化団体となる。 

 


